
西淀川区障がい者地域自立支援協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 西淀川区における相談支援事業をはじめ障がい福祉に関するシステム

づくりに関し、中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律第８９条の３に基づき、西淀川区障がい者地域自立支

援協議会（以下略して「協議会」とする）を設置する。 

なお、協議会は、地域の保健福祉にかかる課題に対して機関・団体等ネットワ

ークによる効果的な仕組みを構築するため、西淀川区地域支援調整チーム設置

要綱第６条３項の規定に基づく「西淀川区地域支援調整チーム障がい者専門部

会」としての役割を担うものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は次に揚げる業務を行う。 

（１） 困難事例への対応についての協議調整 

（２） 地域の関係機関によるネットワークの構築 

（３） 相談支援の内容や体制の充実に必要とされること 

（４） 障がい福祉サービスに関すること 

（５） 地域福祉活動に関すること 

（６） 障がい者の就労に関すること 

（７） 障がい児に関すること 

（８） 権利擁護に関すること 

（９） 地域の社会資源の活用及び改善の検討 

（１０）委託相談支援事業者の運営評価への意見提出 

（１１）障がい者若しくは障がい児（以下「障がい者等」という。）の自立と

社会参加に関すること 

 

（組織）  

第３条 協議会は次の委員及び行政機関で組織する。 

２ 協議会の委員については、障がい者等への支援体制を図るため、関係機関、

関係団体並びに障がい者等及びその家族並びに障がい者等の福祉、医療、教育又

は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者（以下「関係機関等」という）

の実務者とする。 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任

者の任期の残任期間とする。 

 



（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長１名及び副会長若干名を置く。 

２ 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

４ 会長及び副会長の任期は２年とする。ただし再選を妨げない。 

 

（全体会の招集） 

第５条 全体会は会長が必要と認めた場合に招集することができる。 

２ 全体会は会長が招集し、その議長となる。 

３ 全体会は、会長が必要と認める場合は、委員以外のものから意見または説明

を求めることができる。 

 

(運営委員会の設置) 

第６条 協議会は、協議会を円滑に運営するために運営委員会を置く。 

 

(運営委員会の構成) 

第７条 運営委員会は協議会会長・副会長、区保健福祉センター、区障がい者基

幹相談支援センター、区社会福祉協議会、各部会の部会長・副部会長、保護者代

表、その他協議会において必要と認められたもので構成する。 

２ 運営委員会の委員長は協議会会長とする。 

 

(運営委員会の招集) 

第８条 運営委員会は、定例的に開催するものとする。 

２ 運営委員会は委員長が招集し、その議長となる。 

 

(部会及び委員会の設置) 

第９条 協議会は、分野別に協議を行うために、次の部会および委員会(以下「部

会」という)を置く。 

（１）生活・就労部会 

（２）こども部会（放課後等デイサービス連絡会含む） 

（３）相談支援事業所部会 

（４）居宅介護事業所部会 

（５）グループホーム部会 

（６）権利擁護委員会 

 

(部会長及び副部会長) 



第１０条 部会に部会長１名、副部会長若干名を置き、部会の中から互選により

これを定める。 

２ 部会長はその部会を代表し、会務を統括する。 

３ 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。 

４ 部会長及び副部会長の任期は２年間とする。ただし、再選を妨げない。 

 

(会議の招集) 

第１１条 部会は、部会長が必要であると認めた場合は招集することができる。 

２ 部会は部会長が招集し、その議長となる。 

３ 部会は、部会長が必要と認める場合は、部会員以外のものから意見または説

明を求めることができる。 

 

（意見の聴取） 

第１２条 協議会は必要があるときは、委員以外の者から意見または説明を求

めることができる。 

 

（守秘義務） 

第１３条 委員及び出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏ら

してはならない。その任を退いた後も同様とする。 

 

（庶務） 

第１４条 協議会の庶務は区保健福祉センター保健福祉課において行う。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は区保健福

祉センター保健福祉課と協議して決める。 

 

附則 

この要綱は平成１９年１１月２６日から施行する。 

平成２１年 ４月 １日 改正 

平成２３年 ４月 １日 改正 

平成２４年 ４月 １日 改正 

平成２５年 １月 １日 改正 

平成２５年１０月 １日 改正 

令和 ４年 ４月 １日 改正 

令和 ６年 ４月 １日 改正 


